
形状変更届出書に必要な書類一覧・チェックリスト

※ 上記の添付書類以外に当農業委員会が必要と判断した場合は、その書類を添付すること

※ 申請の締め切りは、毎月２０日です（厳守）

【形状変更届受理基準】

（１）形状変更を行うことにより、耕作条件の向上が認められること。

（２）形状変更後、営農されることが確実であること。

（３）形状変更に伴う工事は最長で２年間とし、それを超える場合は受理しない。

（４）その他、農地法第４条、第５条許可申請に係る審査要領に準じて審議を行う。

書類名称 発行機関 備 考 チェック

必

要

な

書

類

申請書 □

土地登記事項証明書 法務局
（写）可

（写）を添付の際は原本を持参すること
□

公図 法務局
（写）可

（写）を添付の際は原本を持参すること
□

付近の見取図 □

確約書 □

造成計画図・用排水計画図 □

関係者の承諾書

現地写真 区長、農事組合長、水利組合等 □

場

合

に

よ

り

必

要

な

書

類

隣接者の承諾書 隣接に農地がある場合 □

住民票 役場等

土地登記事項証明書の所有者住所が現住

所と異なる場合

※前住所地欄にて確認できる場合のみ

□

未相続の

場合

現所有者の出生から

死亡までの戸籍謄本
□

相続関係図 □

同意書 □

委任状 代理人が申請及び受領をする場合 □

申請案件につきましては、スムーズに審議を進めるため、地区担当農業委員もしくは推進委員に

ご相談をお願いします


